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三重県時短要請等協力金（第４期）早期支給に関するＱ＆Ａ 

 

Ｑ１ 今回から早期支給をすることになったのはなぜか？ 

Ａ１ 内閣府地方創生推進室及び内閣官房新型コロナウイルス感染症対策推進 

室の連名の令和３年８月１８日付け事務連絡にて、 緊急事態宣言又はまん

延防止等重点措置の適用対象となった都道府県においては、飲食店に対する

協力金の一部早期給付等を行うことによる、給付の迅速化に努めるよう、 都

道府県に通知があったため、当該事務連絡の趣旨に従い実施するものです。 

 三重県は、８月２０日からまん延防止等重点措置、８月２７日から緊急事

態措置の適用を受けることとなったため、８月２０日分からの協力金を対象

に、協力金の一部早期支給を実施することといたします。 

 

Ｑ２ 早期支給の要件に、第１期から第３期の協力金の受給実績があることが

求められているが、今回初めて協力金を申請する場合対象とならないのか。 

Ａ２ 早期支給の対象となるには、令和３年４月２６日～６月３０日にかけて

実施したの協力金の支払い実績があることが要件となっていますので、第

４期から初めて申請していただく方は早期支給を申請することはできませ

ん。 

 

Ｑ３ 第１期～第３期の協力金に申し込んだが、第１期が不支給となった。この

場合、早期支給はできるのか？（令和３年９月１３日更新） 

Ａ３ 第１期～第３期のうち、一つでも不支給となったものがある場合は、早期

支給の対象外です。なお、審査中のものがある場合は、早期支給の対象とな

ります。ただし、早期支給の申請をしていることを理由に、審査を優先して

行うことはありませんので、ご承知おきください。 

 

Ｑ４ 早期支給を受けることができるのは、特に重点措置を講じる区域の飲食 

店だけか？ 

Ａ４ 県内すべての飲食店が早期支給の対象となります。 

 

Ｑ５ 早期支給される金額と、その計算根拠を教えてほしい。（令和３年９月１

３日更新） 

Ａ５ 早期支給については、国からの通知により、期間については要請期間の前

半分を上限とし、１日当たりの単価については都道府県における売上高方

式の下限額を上限とする旨が定められていますので、それに沿って算定し

ています。 

具体的には、まん延防止等重点措置期間＋緊急事態措置期間（当初指定さ

れた９月１２日まで）の計２４日間の前半分に当たる１２日間を早期支給の



最終更新 令和３年９月１３日 

 

対象期間とし、このうちまん延防止等重点措置期間の７日分については下限

額の日額２万５千円、緊急事態措置期間５日分については下限額の日額４万

円を単価として、 

（２万５千円×７日分）＋（４万円×５日分）＝３７万５千円 

を、一律に早期支給します。 

なお、県独自時短要請期間分とまん延防止等重点措置適用期間分と緊急事

態措置期間分を合算した残額については、要請期間終了後の本申請後に支給

します。 

 

Ｑ６ 早期支給は必ずしなければならないのか？ 

Ａ６ 早期支給を申し込まず、要請期間終了後に一括で申請し、全額を一括で受

け取っていただくこともできます。本申請の申請方法等は、要請期間終了後

に改めてご案内します。 

   なお、早期支給をしていただく場合としていただかない場合で、支払われ 

る協力金の金額に違いはありません。 

 

Ｑ７ 本申請の手続きはどうすればよいか？また、早期支給の申請を行った後、 

本申請を行わない場合はどうなるのか。 

Ａ７ 本申請の手続については、要請期間終了後速やかに公表させていただき 

ます。 

なお、期限までに本申請をしていただかない場合、協力金の申請を辞退し 

たものとみなされ、残額が支給されないだけでなく、早期支給でお支払いし 

た分を含めて全額を返還していただくことになりますので、早期支給を申請

した場合は、必ず本申請をしていただきますようお願いいたします。 

 

Ｑ８ 早期支給に申し込んだ場合、振り込まれるのはいつ頃か？ 

Ａ８ 申請書受付後、不備がなければ２週間以内を目途にお支払いする予定で 

す。 

 

Ｑ９ 第１期～第３期の協力金で未払いの分がある。この場合、早期支給分の   

支払いも遅れるのか？ 

Ａ９ 第１期～第３期の協力金で未払いがある場合でも、早期支給に関する手 

続きは別に行いますので、未払いがあることを理由に早期支給の支払いが 

遅れることはありません。そのため、第１期～第３期と早期支給分で、支払 

いの順番が逆転することがあります。 

 

Ｑ１０ 前回の時短要請期間の後に新規開業した店舗があるため、今回から新 

く店舗が増えたが、この店舗については早期支給の対象となるか？ 
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Ａ１０ 支給要件を満たしていれば、新規開業した店舗についても早期支給の

対象となります。この場合、その旨を申告する書類（別紙２）とともに、新

規開業したことが分る資料（開店を告知するチラシ、ホームページの写し、

店舗の外観写真など）を添付していただく必要があります。 

 

Ｑ１１ 前回の時短要請期間の後に閉店した店舗があり、店舗数が減った場合 

や、店舗を移転した場合などはどうすればよいか？ 

Ｑ１１ 店舗の閉店や移転があった場合は、その旨を申告する書類（別紙２）を 

添付してください。 

 

Ｑ１２ 早期支給を受けた後、本申請を売上高減少額方式で行うことはできる 

か？ 

Ａ１２ 本申請を売上高減少額方式で申請をされる予定の方は、早期支給の対 

象外ですので、早期支給を受けられた方が本申請時に売上高減少方式に変 

更することはできません。 

 

Ｑ１３ 早期支給の対象外となったら、本申請も行うことはできないのか？ 

Ａ１３ 早期支給の対象外となる場合であっても、本申請を行うことは可能で

す。この場合、協力金の支給要件を満たしていれば、協力金の支給を受ける

ことができます。本申請の申請方法等は、要請期間終了後に改めてご案内し

ます。 

   なお、早期支給を希望していただく場合としていただかない場合で、支払 

われる協力金の金額に違いはありません。 

 

Ｑ１４ 集客施設時短要請協力金にも早期支給の制度はあるのか？ 

Ａ１４ 早期支給制度があるのは、飲食店時短要請協力金のみです。 

 

Ｑ１５ 受付期間に間に合わなかったが、早期支給は受けられるのか。 

Ａ１５ 受付期間中に申請できなかった場合、早期支給の対象となりません。本

申請を行うことは可能なので本申請を行ってください。（支給総額に違いは

ありません。） 

 


